












まえがき

　先天異常のモニタリング体制を確立とするのは,現在,世界的な気運であり,

すでに十指にあまる国々で実施され,それなりの成果をあげている。しかし,我

が国にあっては,いまだかかる体制は確立されていない。これからモニタリン

グ体制を設定するにあたっては,すでに機能しはじめているこれら諸外国のシ

ステムについて十分検討を加えながら,より効率のよい体制を企画・確立する

必要がある。


